
 

財務省第５入札等監視委員会 

令和５年事務年度 第４回定例会議 審議概要 

開催日及び場所 令和６年６月13日 東京港湾合同庁舎10階 税関国際会議室 

委員 

委員長 村 山 周 平 

委 員 藤 重 由美子 

委 員 尾 形  祥 

（村山周平事務所・公認会計士） 

（東京八丁堀法律事務所・弁護士） 

（早稲田大学・教授） 

審議対象期間 

令和６年１月１日（月）～ 令和６年３月31日（日） 

（審議対象期間における実績僅少のため、令和５年４月１日（土）～令和６年３

月31日（日）を対象期間とした。） 

抽出事案 4 件 （備考） 

1 

 

競争入札（物品役務等） 1件 

契約 件 名 ：令和５年度語学研修（単価契約） 一式 

契約相手方：株式会社ＳＥＬＣ 

(法人番号7021001047229) 

契約 金 額 ：1,223,750円（＠599,148円ほか） 

契約締結日：令和５年８月18日 

担当 部 局 ：東京税関 

2 競争入札（物品役務等） 1件 

契約 件 名 ：令和５年度トナーカートリッジ等の調達（単価契約） 

契約相手方：株式会社秋山商会 

(法人番号8010001036398) 

契約 金 額 ：6,011,665円（＠48,301円ほか） 

契約締結日：令和５年５月23日 

担当 部 局 ：横浜税関 

3 競争入札（公共工事） 1件 

契約 件 名 ：東京税関晴海庁舎入退館管理システム等更新工事 一式 

契約相手方：株式会社クマヒラ 

(法人番号1010001108872)  

契約 金 額 ：34,650,000円 

契約締結日：令和６年１月５日 

担当 部 局 ：東京税関 

4 競争入札（物品役務等） 1件 

契約 件 名 ：自動車運行管理業務に関する請負契約 

契約相手方：国内ロジスティクス株式会社 

(法人番号6120001159768) 

契約 金 額 ：3,850,132円（@320,100円ほか） 

契約締結日：令和５年４月３日 

担当 部 局 ：横浜税関 

委員からの意見・質問、そ

れに対する回答等 
別紙のとおり 

委員会による意見の 

 具申又は勧告の内容 
なし 



 

意 見 ・ 質 問 回 答 

【事案1】 

契約 件名：令和５年度語学研修（単価契約） 一

式 

契約相手方：株式会社ＳＥＬＣ 

(法人番号7021001047229) 

契約 金額：1,223,750円（＠599,148円ほか） 

契約締結日：令和５年８月18日 

担当 部局：東京税関 

 

 

≪抽出にあたり委員からの事前確認≫ 

契約の概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 低落札率となった要因（55.2%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪委員からの質問・意見≫ 

 予定数量と受講者の実数の差が気になるところ

ですが、受講者なしの場合には、教材の開発費す

らも支払わなかったのでしょうか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪担当部局からの事前説明≫ 

本件は、東京税関職員に対して、職務遂行上必要

となる英語、中国語の語学能力を習得させ、税関業

務の適切かつ円滑な遂行に資することを目的とし

て語学研修の実施を外部委託するものです。 

 なお、本件に係る単価契約上の品目単位について

は、各研修の「授業料」及び「教材費」に区分され、

「授業料」の発注数量については、受講する研修生

の人数に関らず、実施する研修１件につき１式とし

て発注を行い、「教材費」については研修生人数に

対して必要となる教材数量を発注しています。 

 

本件の予定価格は、各研修の「授業料」及び「教

材費」に区分のうえ、３者に対し市場価格調査を実

施し、前述各区分の最安値を採用して積算していま

す。 

低入札の要因は、社会人向け教育サービスの需要

増のほか、オンライン講義等のサービス提供事業者

の拡大を背景とした同業他社間での価格競争によ

る結果と思われます。 

なお、本件契約者は市場価格調査対象者以外の者

であり、入札公告により広く競争者を誘引した結

果、経済的な調達に繋がったと評価しています。 

 

 

≪担当部局からの回答≫ 

支払っていません。共通仕様書内予定数量等に記

載のとおり、入札参加者は仕様書別紙の語学研修一

覧に示す予定数量の発注を約束するものではない

旨を条件に参加しています。 

 

 

 

 



 

意 見 ・ 質 問 回 答 

 入札に参加した３者の内に、予定価格調書の作

成のための調査の対象とした事業者は含まれます

か。 

 

 事前調査の対象とした、他２者は入札には参加

しなかったのですか。 

  

 何故参加しなかったか理由は聞いていますで

しょうか。 

  

 受講者なしの研修もありましたが、職員の研修

需要を調査したうえで実施する研修を企画してい

るのでしょうか。 

  

  

  

 

個々の研修毎に契約を分けた場合には、個々に

入札を実施することになるのでしょうか。 

 

 

 

 

職員の語学研修の受講は義務ではないのでしょ

うか。 

 

職員が研修を受講している間、本来の業務に支

障はないのでしょうか。 

 

英語委託研修の対象となる、TOEIC５５０点程度

の職員は多数いると認識をしていますが、如何で

しょうか。 

 

講師の質及び研修の効果はどのように確認をし

ているのでしょうか。 

 

 

 

 

教材費は研修を受講した人数分購入しているの

でしょうか。 

 

 

 

入札に参加した３者の内、事前の調査にご協力を

頂いた事業者は１者のみとなります。 

 

 

他２者は参加していません。 

 

 

不参加の理由については確認していません。 

  

 

当初は受講者の集まった研修毎に総価で調達を

行っていましたが、財務省大臣官房会計課から同種

の契約を一括調達することにより、より競争性があ

る一般競争入札への移行を検討すべきと指示を受

けたため、現在は各研修の受講者数の予測に基づい

て、単価で調達を実施しています。 

  

個々の研修毎に随意契約を行うことになります。 

なお、今回の結果等を踏まえて令和６年度からは、

各税関で別言語の語学研修を調達し、各研修に対し

て全国の税関職員の受講を可能とする方法を検討

しています。 

  

職員の受講は義務ではありません。 

  

  

職員が研修受講で不在にする間の業務について

は、同じ班の他の職員等が補っています。 

  

ご認識のとおりです。 

  

 

 

研修を実施する講師の質という点に関しては、研

修生にアンケートを実施し確認をしています。研修

生に対する研修の効果に関しては、受講者に対して

事後の検定試験の受験等を強いておらず、確認はし

ていません。 

 

受講した人数分を購入しています。 

 

 

 

 



 

意 見 ・ 質 問 回 答 

教材費がとても安いことに理由はあるのでしょ

うか。 

 

 

入札を行うに当たって、落札者以外の事業者も

同じ仕様条件で入札金額を見積もっているので

しょうか。 

 

 各社の入札金額の価格差はどのように生じたも

のなのでしょうか。 

 

 

最終的には価格のみで落札者が決定するとこ

ろ、研修内容等に関して入札手続きにおいては、

確認できないということでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教材費が安価な理由は確認できていませんが、教

材については事前に契約相手方と調整を行い、内容

に問題ないものである旨を確認しています。 

 

 同じ仕様条件で入札金額を見積もって入札に参

加しています。 

 

 

 各社の入札金額の内訳は求めておらず、費用のど

の面で価格差が生じたかを分析する資料が無いた

め、確認できません。 

 

 総価で最も安い者を落札者とするため、その他の

要素については判断材料となりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

意 見 ・ 質 問 回 答 

【事案2】 

契約 件名：令和５年度トナーカートリッジ等の 

調達（単価契約） 

契約相手方：株式会社秋山商会 

(法人番号8010001036398) 

契約 金額：6,011,665円（＠48,301円ほか） 

契約締結日：令和５年５月23日 

担当 部局：横浜税関 

 

≪抽出にあたり委員からの事前確認≫ 

契約の概要について 

 

 

 

 

１者応札となった要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高落札率となった要因（91.2%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪担当部局からの事前説明≫ 

横浜税関管内において使用するインターネット

パソコンプリンタ及びファックス等のトナーカー

トリッジについて、単価契約にて調達するもので

す。 

  

本件入札の参加資格については、令和４・５・６

年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）におい

て「物品の販売」で「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付

けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する

者としましたが、これは、予定価格から本来「Ｃ」

等級の参加資格を要するところ、より多くの参加者

に入札の機会を与えて競争性を確保する観点から、

財務省が定める事務取扱要領に基づき、１級上位の

「Ｂ」等級の者も参加させることとしたものです。

入札に参加しなかった複数者に理由を確認したと

ころ、「過去の落札金額を確認した上で検討したも

のの落札する見込みがないと判断した」との回答で

ありました。 

以上の理由から、１社応札になったものと思料さ

れます。来年度以降は他官庁も含め同様案件の入札

参加実績がある者に広く声掛けをすることといた

します。 

  

予定価格の積算において市場価格を適切に反映

させた結果であると思料されます。 

  

 

 

 

  



 

意 見 ・ 質 問 回 答 

≪委員からの質問・意見≫ 

一者応札の要因を入札に参加しなかった者にヒ

アリングした結果「過去の落札金額を確認した上

で検討したものの落札する見込みがないと判断し

た」と回答があったとのことですが、そこまで金

額差が出るような落札金額には思えません。 

その他の理由は考えられますか。 

  

 仕様書の予定数量一覧を確認したところ、予定

数量が少ない品目がありますがスケールメリット

を狙い大量購入をすることで安価に調達すること

は検討されていないのでしょうか。 

 

 

 

 

 本件入札の参加資格は「Ｂ」又は「Ｃ」等級と

していますが「Ｃ」等級のみとすることで複数者

が入札に参加し競争性が生まれるということもあ

るのでしょうか。 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ≪担当部局からの回答≫ 

 その他の理由で思い当たる点はございませんが、

ヒアリングした者に確認したところ、入札参加を見

送った理由の大きな部分は金額面であり、仕様書の

内容として入札参加が困難になるものはないとの

ことでした。 

  

  

 

 基本的に1年間で使用する予定数量を調達してお

ります。大量購入をした場合のデメリットとして、

保管場所が狭小なため場所を確保できない点、及び

プリンター等の機種変更が発生した場合に大量の

在庫トナーを廃棄することになる点があげられる

ことから、一度に大量購入をすることは検討してお

りません。 

 

 

今回落札している者は「Ｂ」等級となります。「Ｂ」

等級を外すことで入札参加が複数になる可能性は

ございますが落札金額としては高くなることが想

定されます。一者応札に対する今後の改善策として

は、他官庁での入札参加業者を確認し、当関と契約

実績がない者にも広く声掛けをしたいと考えてお

ります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

意 見 ・ 質 問 回 答 

【事案3】 

契約 件名：東京税関晴海庁舎入退館管理システ 

ム等更新工事 一式 

契約相手方：株式会社クマヒラ 

(法人番号1010001108872)  

契約 金額：34,650,000円 

契約締結日：令和６年１月５日 

担当 部局：東京税関 

 

≪抽出にあたり委員からの事前確認≫ 

契約の概要について 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１者応札となった要因 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪担当部局からの事前説明≫ 

 東京税関晴海庁舎においては、業務の特性上、庁

舎の入退館に一定レベルのセキュリティを設ける

必要があるため、平成25年度より入退館管理システ

ム・セキュリティゲートを導入し、運用しています。

導入後10年が経過したことにより、故障が頻発して

おり、業務に支障をきたしていることに加えて、保

守部品が終息していることにより、修理が難しい状

況であることから、機器の更改工事を行うもので

す。 

 なお、調達する入退館管理システムにつきまして

は、晴海庁舎における業務の特性から、高いセキュ

リティ性を誇る手の平静脈認証装置、共連れ通行防

止機能を有するゲートを組み合わせ、特定の事務室

への入室におきましても、手の平静脈認証装置によ

る入室管理を行うことで、一定のセキュリティレベ

ルを保持することを目的としています。 

 

本件入札の参加資格については、令和５、６年度

財務省関東地区競争参加資格審査において、「電気

通信工事」であって、「Ａ」、「Ｂ」等級に格付け

されている者としたが、これは、予定価格から本来

「Ａ」等級の格付を要するところ、競争性の確保の

観点から財務省が定める事務取扱要領に基づき、よ

り多くの入札参加者を確保するため１級下位の

「Ｂ」等級の者も参加させることとしたものです。 

なお、入札公告の公示後、積極的な声掛けを行っ

たところ、複数者からの問い合わせがあったため、

入札参加への慫慂を行ったものの、納入する製品の

仕様を満たせないことを理由に入札辞退となり、結

果として、１者応札となったものです。 

 

 

 

 



 

意 見 ・ 質 問 回 答 

 高落札率となった要因（96.1%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明事項の補足） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪委員からの質問・意見≫ 

 複数者からの問い合わせがあったが、仕様を満

たせなかったとのことだが、納入する製品の仕様

が満たせなかったということでしょうか。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

製品の仕様を制限したことにより、応札者が少

数になったことは考えられますか。 

  

  

 

 

 

本件入札の予定価格については、「国土交通省大

臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事積算基準」及

び「複数者から徴取した見積書により最も安価な単

価」を採用し予定価格の積算を行いました。高落札

となったのは、安価な価格を提示してきた者が今回

の落札者となったことが要因と考えられます。 

 

 

  

加えて、本調達におきまして、設置した機器につ

いてご説明させていただきます。 

 まずは、セキュリティゲートにつきましては、従

来はサークルゲートを設置しておりましたが、更新

後は、２通路確保が可能なスライドタイプのゲート

を設置しております。 

 次に、生体認証装置ですが、従来は、接触型の手

の甲認証装置を設置しておりましたが、更新後は、

非接触型の手の平静脈認証装置を設置しています。

静脈を認識し認証するという方法は変わりません

が、新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染

症等への対策として、非接触型を採用しました。 

 

 

 

今回の仕様では、設置できる静脈認証装置につい

て汎用性を持たせています。理由といたしまして

は、セキュリティゲートと認証装置では耐用年数が

異なるため、将来、部分的に機器の更新が必要と

なった際、更新対象機器が限定されてしまうと費用

面やセキュリティ面で不利になる可能性があるた

めです。問い合わせを頂いた者にヒアリングをした

ところ、明確な回答はなかったものの、ヒアリング

の内容からして、この部分が満たせなかったのでは

ないかと推測しています。 

 

 

 一般的に、セキュリティゲートや認証装置につい

ては、メーカー以外のセキュリティ工事業者でも設

置可能との認識です。つきましては、仮にメーカー

を限定したとしても、応札者が少数になることは想

定しづらいと考えています。 

  

 

 



 

意 見 ・ 質 問 回 答 

耐用年数はどの程度か。従来機器と更新後の機

器で違いはあるのでしょうか。 

  

  

 

例えば、静脈認証装置のみを更新するとなった

場合は、設置する認証機器のメーカーが限定され

ることはなく、競合の上調達できるという理解で

よろしいでしょうか。 

 

 

ゲートの横にドアが設置されており、誰でも出

入できる状態に見受けられますが、このドアは何

のために設置しているのでしょうか。 

 

 

 

 庁舎に一定のセキュリティを設ける必要がある

とのことですが、どの装置が故障していたので

しょうか。また、どのような対応をしたのでしょ

うか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐用年数は、メーカー推奨で、セキュリティゲー

ト10年、認証装置は７年です。従来の機器と更新後

の機器に変更はありません。 

 

 

本件調達では、今後の拡張性を考慮し他社製の静脈

認証装置を接続できるような仕様にしております

ので、仮に静脈認証装置のみを更新するとなった場

合は、複数メーカーの生体認証装置を設置可能であ

り、競合の上、調達可能です。 

 

これは、パニックドアというもので、火災や地震

が発生した際に、職員が逃げられるように設置して

いるものです。非常時に使用するもので、通常時は

施錠しており、誰でも出入できる状態ではありませ

ん。 

  

セキュリティゲートに設置していた手の甲静脈

認証装置が故障し、保守部品も終息していることか

ら、修理が困難な状況でした。そのような状況下で

あったため、他に設置している静脈認証装置を一時

的に移設することで、一定のセキュリティレベルを

確保できるよう対応しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

意 見 ・ 質 問 回 答 

【事案4】 

契 約 件 名 ：自動車運行管理業務に関する請負契

約 

契約相手方：国内ロジスティクス株式会社 

(法人番号6120001159768) 

契約 金額：3,850,132円（@320,100円ほか） 

契約締結日：令和５年４月３日 

担当 部局：横浜税関 

 

≪抽出にあたり委員からの事前確認≫ 

契約の概要について 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 低落札率となった要因（58.2%） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

≪委員からの質問・意見≫ 

 令和５年度まで運転手は６名体制であったとい

うことですが、車は６台あるのでしょうか。 

  

 運転手の免許に関する項目がありませんが、２

種免許は必要になるのでしょうか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪担当部局からの事前説明≫ 

 自動車運転手は６名体制で各種配車依頼等に対

応していたところ、令和５年度から退職により１名

減員となり、マンパワー不足による業務の支障及び

職場環境の悪化が懸念されました。 

一方で、国家公務員の定員縮減を図るため、技能

・労務職員等の職員の新規採用は原則行わない方針 

であるため、退職者の後補充は困難な状況にありま

す。 従って、人員減となる運転手が過度な負担を負

うことなく安定的な運転業務を継続していくため

に、 外部委託を行うものです。 

 

本案件は、横浜税関だけでなく、税関全体として

も新規案件であったため、仕様書の作成等調達準備

をするにあたり、契約実績のある本省の例を参考と

しました。 

落札者（契約者） に落札価格について聴取したと

ころ、全国規模で自動車運行管理事業の実績、経験

があり、本案件への強い熱意をもって臨み応札した 

旨回答がありました。 

一般競争入札による競争と企業努力が働いたも

のと思料されます。 

 

 ≪担当部局からの回答≫ 

 各々の運転手が管理している車の他に、共用車と

してトラック等があり、合計で８台あります。 

  

 ２種免許は必要ありません。普通免許で可能とな

ります。 

  

 

 

 

 

 



 

意 見 ・ 質 問 回 答 

 車両保険の状況についてご教示ください。 

  

  

  

 

 

 

 

 

仕様書に『費用負担表』に自動車保険（任意保

険）の記載がありますが、自賠責保険はどうして

いるのでしょうか。 

 

仕様書に『日常点検表』の点検項目はどのよう

に決めたのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

日常点検表の「エンジン始動中」という表現は

どうか。「稼働中」ではないでしょうか。 

 

今後、税関の運転手の退職があった際には、外

部委託運転手の契約人数は増えるのでしょうか。 

 

外部委託運転手の守秘義務面の教育はどうなっ

ているのでしょうか。 

 

 

 

 

 

外部委託運転手に年齢制限はあるのでしょう

か。 

 

運転手に係る要件として、「過去１年間におい

て運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交

通違反歴がないこと」としていますが、基準が緩

いのではないでしょうか。 

国の車は車両保険にははいっていません。もし、

事故を起こし、相手方に被害を与えた場合は国家賠

償という形で対応しています。 

外部委託運転手が使用している車は税関所有の

車両になりますが、事前に使用車両の情報を契約者

に伝え、契約者にて保険に加入しています。事故が

起こった際は、契約者が対応することになります。 

 

 

自賠責保険は加入が強制された保険であるため、

自動車購入時に税関にて加入しています。 

 

 

日常点検表は今回の契約のために作成したもの

ではなく、税関車両を運転する際に、税関職員が点

検するための内容として、以前から使用していたも

のです。 

日常点検表の作成にあたっては、警察のＨＰ等で

掲載されている点検項目を参考に作成したもので

す。車の故障を未然に防ぐ意味でも実施いただいて

います。 

 

その通りですので、改めます。 

 

 

その予定です。 

 

 

入札時の証明書書類として、社内教育の実施状況

を求めているため、その書類にて確認を行っていま

す。文書の運搬については、文書が入っている大袋

にロックを付け、ロック解除のための暗証番号は外

部委託運転手には伝えていません。また、送付元で

台帳を付けることで管理を徹底しています。 

 

令和５年４月１日現在で満年齢69歳以下の者と

しています。 

 

今後検討します。 

 

 

 

 


